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第三者割当による第 18回～第 20回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行及び 
新株予約権買取契約（行使許可条項付・ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結

に関するお知らせ 
 

当社は、平成27年7月23日開催の取締役会において、ドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする第三者割当によ

る株式会社ケイブ第18回乃至第20回新株予約権（以下、総称して「本新株予約権」といいます。）の発行、及び

金融商品取引法による届出の効力発生を条件として、ドイツ銀行ロンドン支店との間で新株予約権買取契約（行

使許可条項付・ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」※）を締結することを決議しましたので、その概要

につき下記の通りお知らせ致します。 

また、平成26年4月25日付「第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権の発行に関するお知らせ」

にて開示致しました、第17回新株予約権による調達資金の資金使途を一部変更しましたので、あわせてお知らせ

致します。資金使途の一部変更についての詳細につきましては、「11．最近3年間の業績及びエクイティ・ファ

イナンスの状況 （５）第17回新株予約権による調達資金の現時点における充当状況及び資金使途の一部変更」

をご参照下さい。 

記 

 

１．募集の概要 

＜本新株予約権発行の概要＞ 

（１） 割当日 平成27年8月10日 

（２） 発行新株予約権数 

500,000個 

第18回新株予約権 200,000個 

 第19回新株予約権 200,000個 

 第20回新株予約権 100,000個 

（３） 発行価額 
総額1,530,000円（第18回新株予約権1個当たり3.5円、第19回新株予約権1個当

たり2.9円、第20回新株予約権1個当たり2.5円） 

（４） 
当該発行による 

潜在株式数 

500,000株（新株予約権1個につき1株） 

第18回新株予約権：200,000株 

第19回新株予約権：200,000株 

第20回新株予約権：100,000株 

本新株予約権については、いずれも下記「（６）行使価額及び行使価額の修正

条件」に記載の通り行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額は

ありません。 

本新株予約権に係る下限行使価額はいずれも1,760円ですが、下限行使価額に

おいても、第18回新株予約権及び第19回新株予約権に係る潜在株式数は

200,000株、第20回新株予約権に係る潜在株式数は100,000株です。 

（５） 調達資金の額 1,646,330,000円(注) 

（６） 

行使価額及び 

行使価額の修正条

件 

当初行使価額 
 第 18回新株予約権 2,200円 
第 19回新株予約権 3,300円 
第 20回新株予約権 5,500円 
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各本新株予約権に関して、当社は平成 28年 2月 10日以降、資金調達のため必
要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができ
ます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者（以
下「本新株予約権者」といいます。）に通知（以下「行使価額修正通知」とい
います。）するものとし、当該通知が行われた日（以下「通知日」といいます。）
の翌取引日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）におい
て売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。）に、行使価額は、通知日（通
知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の
普通取引の終値（気配表示を含みます。）の 90％に相当する金額の 1円未満の
端数を切り下げた額に修正されます。但し、かかる修正後の行使価額が下限行
使価額（各本新株予約権につき当初 1,760円とし、それぞれ、各本新株予約権
の発行要項第 11 項の規定を準用して調整されます。）を下回ることはありま
せん。なお、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及び通知を行
うことができません。 
①金融商品取引法第 166条第 2項に定める当社の業務等に関する重要事実であ
って同条第 4項に従って公表されていないものが存在する場合 

②前回の行使価額修正通知（各本新株予約権につき、他の回号の本新株予約権
に関する前回の行使価額修正通知を含む。）を行ってから 6ヶ月が経過して
いない場合 

③下記「３．資金調達方法の概要及び選択理由（１）資金調達方法の概要」に
記載の行使許可期間が経過していない場合 

（７） 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。 

（８） 割当予定先 ドイツ銀行ロンドン支店 

（９） その他 

当社は、ドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効

力発生を条件として、新株予約権買取契約（以下「本新株予約権買取契約」と

いいます。）を締結する予定です。本新株予約権買取契約において、ドイツ銀

行ロンドン支店は、原則として当社が本新株予約権の行使を許可した場合に限

り、当該行使許可の到達日から20営業日の期間に、当該行使許可に示された数

量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できる旨定められます（行使許可条項

付・ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」※）。 

本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要します。 

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を

合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は

調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期

間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少

します。 

 

※ 行使許可条項付・ターゲット･イシュー･プログラム「TIP」 

この手法は、当社が新株式の発行に際して希望する目標株価（ターゲット価格）を3パターン定め、これを

行使価額として設定した新株予約権です（下表の通り）。これは、将来の株価上昇を見越し、3パターンの行

使価額によって、段階的に新株式を発行（ターゲット・イシュー）できることを期待して設定したものです。

またドイツ銀行ロンドン支店の権利行使に関しては、当社の行使許可なくして行使できない仕組みになってお

ります。行使許可条項については、一定株数及び一定期間の制約を定めており、ドイツ銀行ロンドン支店はこ

の行使許可の制約の中で権利行使することになります。行使許可については、当社の資金需要及び市場環境等

を見極めながら判断致します。なお、当社は、行使許可を行った場合、その都度開示を行います。行使価額は

原則としてターゲット価格に固定されますが、行使期間中に株価がターゲット価格を大幅に上回って上昇した

場合に行使価額の修正により新株予約権の行使による資金調達額の増加が見込めることを想定し、また、緊急

の資金需要が発生した場合に行使価額を時価にあわせることで行使の蓋然性を高め、資金調達を促進するため、

当社は、各本新株予約権に関して、行使価額の修正に関する選択権を保有しております。ターゲット・イシュ

ー・プログラム「TIP」の特徴は、当社の選択により行使価額が修正された後も修正後の価額で行使価額が固

定されること、すなわちいわゆるMoving Strike Price（当社の株価に連動して日々行使価額が変動すること）
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にならないことです。また下記「３．資金調達方法の概要及び選択理由（１）資金調達方法の概要」に記載の

通り、本新株予約権のいずれについても当社が行使価額を修正する頻度は6ヶ月に1度未満であることから、取

引所の定める「有価証券上場規程」第410条第1項及び日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに

関する規則」第2条第2号の定める「MSCB等」には該当しません。 

 

 第18回新株予約権 第19回新株予約権 第20回新株予約権 

発行数 200,000個 200,000個 100,000個 

発行価額の総額 700,000円 580,000円 250,000円 

発行価額 3.5円 2.9円 2.5円 

行使価額 2,200円 3,300円 5,500円 

「行使価額の修正」の項目 有 有 有 

行使期間 2年間 2年間 2年間 

行使許可条項 有 有 有 

 

２．募集の目的及び理由 

当社がサービスを提供するスマートフォンネイティブゲーム市場は、スマートフォンの普及に伴い急激に拡大

したことから、収益機会を求めて多くの企業が参入し、多数のゲームが競合する厳しい環境となっております。 

 このような市場環境下におきましては、高いクオリティのゲームを制作するための開発費用が高騰するととも

に、競合する多数のゲームの中から、自社のゲームの発見率を上げるために多額の広告宣伝費が必要となります。 

 スマートフォンネイティブゲームは移動中や隙間時間のほか、テレビを視聴しながらでもプレイが可能であり、

ヒットタイトルの多くは、多額の費用を投じてテレビCMなどのマス媒体による露出を行っております。 

 当社におきましては、平成27年4月に『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい～』（以下『ゴシックは

魔法乙女』といいます。）のサービスを開始致しました。当社はアーケードゲームやコンソールゲーム向けに多

数のシューティングゲームを提供してきており、「ケイブシューティング」はゲーム業界において一つのブラン

ドとなっております。『ゴシックは魔法乙女』はこの「ケイブシューティング」ブランドを冠したスマートフォ

ンネイティブゲームで、リリース直後からユーザー継続率や課金率などの各指標が好調に推移しております。 

 当社と致しましては、得意分野のゲームをリリースでき、その後好調に推移していることから、『ゴシックは

魔法乙女』を次のステージに引き上げ、ヒットタイトルに育てるためには、マス媒体を活用したプロモーション

活動が必須と認識しております。 

そこで、『ゴシックは魔法乙女』に係る広告宣伝費及び新規タイトルの開発費の調達を目的として、平成27

年7月23日、本新株予約権の発行を決定致しました。本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の

行使によって調達する資金の額は合計1,651,530,000円（差引手取概算額の合計1,646,330,000 円）となる予定

です。 

 

３．資金調達方法の概要及び選択理由 

（１）資金調達方法の概要 

 今回の資金調達は、ドイツ銀行ロンドン支店に対し本新株予約権を割当て、ドイツ銀行ロンドン支店による本

新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっております。本新株予約権の行使価額は、当初固

定されていますが、当社は、平成28年2月10日以降、当社取締役会の決議により各本新株予約権の行使価額の修

正を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、通

知日の翌取引日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当社

普通株式の普通取引の終値（気配表示を含みます。）の90％に相当する金額の1円未満の端数を切り下げた額に

修正されます。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることはありません。なお、以下に該当す

る場合には当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができません。 

① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表さ

れていないものが存在する場合 

② 前回の行使価額修正通知（各本新株予約権につき、他の回号の本新株予約権に関する前回の行使価額修正

通知を含む。）を行ってから6ヶ月が経過していない場合 
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③ 下記に記載の行使許可期間が経過していない場合 

 当社はドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、以下の内容

を含む本新株予約権買取契約を締結致します。ドイツ銀行ロンドン支店は、本新株予約権買取契約に従って当社

に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書（以下「行使許可申請書」といいます。）を提出し、これに対し

当社が書面（以下「行使許可書」といいます。）により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書

の受領日当日から20営業日の期間（以下「行使許可期間」といいます。）に、行使許可書に示された数量の範囲

内でのみ本新株予約権を行使できます。また、従前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係

る本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、ドイツ銀行ロンドン支店は、当該期間の満了日（同日を

含みます。）又は当該行使許可に係る本新株予約権の全部の行使を完了することとなる行使請求書を当社に提出

したときから、新たな行使許可申請書を提出することができます。 

 行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは当社の裁量によって決定することができ

ます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に勘案

し、行使許可を行うかどうかを判断致します。 

なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取得

の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し取得日の通知又は公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うこと

により、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額にて取得

することができます。 

 

（２）資金調達方法の選択理由 

本スキームには以下の「（３）本スキームの特徴」に記載の[メリット]及び[デメリット]がありますが、本ス

キームは当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コントロールすることができ

るという特徴をもっており、当社の資金需要や市場環境等を勘案しながら機動的に資金を調達することができる

ため、既存株主の利益への影響を抑えながら自己資本を増強することが可能であることから、以下の「（３）本

スキームの特徴」に記載の[他の資金調達方法との比較]の通り、他の資金調達手段と比較しても、本スキームに

よる資金調達方法が現時点において最適な選択であると判断し、これを採用することを決定致しました。 

 

（３）本スキームの特徴 

 本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。 

[メリット] 

① 固定行使価額（資金調達目標株価）によるターゲット･イシュー 

 株価の上昇局面において効率的かつ有利な資金調達を実現するため、新株予約権を3回のシリーズに分け、

予め将来の株価上昇を見込んで3通りの行使価額を設定しております（「１．募集の概要」に記載の表の通

り）。行使価額は原則として固定されており、当社が希望しない限り行使価額の修正は行われません。 

② 行使許可条項 

 ドイツ銀行ロンドン支店は、当社の許可なく本新株予約権を行使できない仕組みとなっております。本新

株予約権買取契約において、ドイツ銀行ロンドン支店は、原則として当社が本新株予約権の行使を許可した

場合に限り、当該行使許可の到達日当日から20営業日の期間に当該行使許可に示された数量の範囲内でのみ

本新株予約権を行使できるものと定められます。当社は、かかる行使許可について、当社の資金需要及び市

場環境等を見極めながらその都度判断を下します。これによって当社は、ドイツ銀行ロンドン支店による権

利行使に一定の制限を課し、かつ資金需要及び市場環境を判断しながら権利行使許可のタイミングを判断す

ることが可能になります。 

③ 最大交付株式数の限定 

 本新株予約権の目的である当社普通株式数は500,000株で固定されており、株価動向にかかわらず、最大

交付株式数が限定されているため、希薄化の規模は限定的です。 

④ 取得条項 

 将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合、又はそれ以上の好条件での資金調達方

法が確保できた場合等には、当社の選択により、行使許可期間を除き、いつでも残存する本新株予約権を各

本新株予約権の発行要項第14項記載の取得条項に従って取得することが可能です。取得価額は発行価額と同
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額であり、キャンセル料その他の追加的な費用負担は一切発生致しません。 

⑤ 行使価額修正条項・選択権 

 上記「①固定行使価額（資金調達目標株価）によるターゲット･イシュー」に記載の通り、本新株予約権

の行使価額は原則として固定されていますが、当社の判断により行使価額を修正することが可能です。これ

によって当初の目標株価であった行使価額を大幅に上回って株価が上昇した場合に資金調達額を増額でき

ます。なお、本新株予約権の行使価額は、修正前の行使価額と比較して下方にも修正される可能性がありま

すが、本新株予約権の下限は、いずれも1,760円と定められており、当社が行使価額の修正を決定した後に

株価が下落した場合であっても、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっています。 

⑥ 資金調達のスタンバイ（時間軸調整効果） 

新株発行手続きには、有価証券届出書の待機期間も含め通常数週間を要します。よって、株価がターゲッ

ト価格に達してから準備を開始しても、数週間の発行準備期間を要し、かつその期間中の株価変動等により、

機動的かつタイムリーな資金調達機会を逸してしまう可能性があります。これに対し、それぞれのターゲッ

ト価格を設定した本新株予約権を予め発行しておくことにより、株価上昇後の有利な価格による資金調達を

スタンバイできます。 

 

[デメリット] 

① 当初に満額の資金調達はできない 

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使により発行又は

交付される株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。本新株予約権の当初行使価額（ターゲット価格）

は、当社の希望により、いずれも平成27年7月22日時点の当社株価以上に設定されており、当社株価がター

ゲット価格を超えて初めて権利行使が行われる可能性が生じます。 

② 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界 

 第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募

るという点において限界があります。 

③ 株価低迷時に、資金調達がされない可能性 

株価が長期的に行使価額（第18回新株予約権は2,200円、第19回新株予約権は3,300円、第20回新株予約権

は5,500円）を下回る状況等では、資金調達ができない可能性があります。 

④ 割当予定先が当社株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性 

割当予定先の当社株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予約権を行

使して取得した株式を市場で売却することを前提としており、現在の当社株式の流動性に鑑みると、割当予

定先による当社株式の売却により、当社株価が下落する可能性があります。 

⑤ 割当予定先が本新株予約権を行使せず、資金調達がなされない可能性 

当社から割当予定先に対して行使を指図することはできない仕組みであり、割当予定先が行使をしない限

り全く資金調達がなされない可能性があります。 

 

[他の資金調達方法との比較] 

① 公募増資 

公募増資による新株発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の1株当たり利益の希薄化

を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。 

② 株主割当増資 

株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、割当先である既存投資家の参加率が不透明であることか

ら、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法として適当でないと判断致

しました。 

③ 第三者割当増資 

第三者割当増資は即時の資金調達として有効な手段となりえますが、現時点では適当な割当先が見つかっ

ておらず、また見つかったとしても第三者割当増資のみによっては、当社の将来的な資金需要を満たす金額

の資金調達を行うことは困難な見込みであるため、本新株予約権の発行により、資金調達手段を確保する必

要があると判断致しました。 
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④ MSCB 

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆるMSCB）の発行条件及び行使

条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決定されるという

構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、行使価額の下方修正がなされた場合

には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。 

⑤ 行使価額が固定された新株予約権 

行使価額が修正されない新株予約権のみを発行する場合は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受

できなくなります。 

⑥ 新株予約権無償割当てによる増資（ライツ・イシュー） 

いわゆるライツ・イシューには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライ

ツ・イシューと、当社はそのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミ

ットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施さ

れた実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコスト

が増大することが予想され、適切な資金調達手段ではない可能性があります。また、ノンコミットメント型

のライツ・イシューについては、当社は最近2年間において経常赤字を計上しており、株式会社東京証券取

引所の定める有価証券上場規程に規定される上場基準を満たさないため、実施することができません。 

⑦ 社債による資金調達 

社債による資金調達では、調達額金額が全額負債となるため、財務健全性の低下に伴い、今後の借入れ余

地が縮小する可能性があります。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

① 本新株予約権に係る調達資金 1,651,530千円 

  本新株予約権の払込金額の総額 1,530千円 

  本新株予約権の行使に際して出資される財産の額 1,650,000千円 

② 発行諸費用の概算額 5,200千円 

③ 差引手取概算額 1,646,330千円 

（注）１．上記手取概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の見込額であります。 

２．行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の額が変動

する結果、本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。

また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却

した場合にも、同様に本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は減少する可能性がありま

す。 

３．発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、信託銀行

費用等の合計額であります。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は合計

1,651,530,000円（差引手取概算額の合計 1,646,330,000円）となる予定であり、調達する資金の具体的な使途

については、次の通り予定しています。 

 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① スマートフォンネイティブゲーム『ゴシックは

魔法乙女』のプロモーションに係る広告宣伝費 
1,346  

平成27年9月～ 

平成29年8月 

② スマートフォンネイティブゲームの新規開発

に係る人件費及び外注費 
300  

平成27年11月～ 

平成29年8月 

 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上記「（１）調達す
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る資金の額（差引手取概算額）」に記載の通り1,646,330,000円となる予定です。但し、本新株予約権の行使に

よる払込みの有無と権利行使の時期は新株予約権者の判断に依存し、また本新株予約権の行使価額は修正又は調

整される可能性があるため、現時点において調達できる資金の額及び時期は確定したものではなく、現時点にお

いて想定している調達資金の額及び支出予定時期に差異が発生する可能性があります。この場合には、不足した

場合・超過した場合共に、上記①及び②への充当額の見直しを行う予定であります。 

 

① スマートフォンネイティブゲーム『ゴシックは魔法乙女』のプロモーションに係る広告宣伝費について 

  

スマートフォンネイティブゲームは競合タイトルが多数存在し、評価の高いゲームでも広告宣伝への投資を

行い、露出を強化しなければ、App StoreやGoogle Playの売上高に基づくランキングにおいて、常時50位以内

に入ることができるようなヒットタイトルに成長させることができない市場環境です。 

当社はアーケードゲーム19作品、コンソールゲーム9作品のシューティングゲームを制作してきた実績があり

ます。『ゴシックは魔法乙女』もシューティングゲームであり、現状における『ゴシックは魔法乙女』の既存

ユーザーは、当社のシューティングゲームをプレイした経験があるユーザーが中心です。本件資金調達によっ

て調達した資金により、テレビCM等のマス媒体を使ったプロモーションを実施することで、当社ゲーム未経験

のスマートフォンゲームユーザーに対する『ゴシックは魔法乙女』の認知度を高め、ヒットタイトルへの成長

を目指します。 

当初はウェブプロモーションを中心に、まだ獲得できていないスマートフォンネイティブゲームユーザーへ

の露出から開始しますが、段階的に一般層獲得のためにマス媒体にも露出を広げ、継続的なプロモーション活

動を行います。これらのプロモーション活動に、本スキームによって段階的かつ継続的に調達した資金を適時

かつ有効に充当して行く方針です。 

 

② スマートフォンネイティブゲームの新規開発に係る人件費及び外注費 

  

当社の将来的成長のためには、『ゴシックは魔法乙女』に対する投資だけでなく、新規タイトルの開発も進

めていく必要があると考えております。 

これまでに当社は『ゴシックは魔法乙女』以前にも4本のスマートフォンネイティブゲームをリリースしてお

りますが、いずれもヒットタイトルとなり得ておりません。『ゴシックは魔法乙女』のヒットタイトルへの成

長を目指すと同時に、将来的にヒットを狙えるゲームの創出を目指し、複数本の開発を計画しております。そ

の内2本乃至3本の新規開発に係る人件費及び外注費に、本件資金調達によって調達した資金を充当する方針で

す。 

 

以上の施策を目的に、当社は平成 27年 7月 23日、本新株予約権の発行を決定致しました。なお、上記の資金

使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等で保管する予定です。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使により調達した資金を、「４．調達す

る資金の額、使途及び支出予定時期 （２) 調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することによっ

て、スマートフォンネイティブゲームによる売上規模の拡大及び財務基盤の強化を図ることから、株主価値の向

上に資する合理的なものであると判断しております。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権の発行要項及びドイツ銀行ロンドン支店との間で締結する予定の本新株予約権買取

契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関（株式会社赤坂国際会計、代表

者：黒崎 知岳、住所：東京都港区元赤坂1-1-8）に依頼しました。当該第三者算定機関と当社との間には、
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重要な利害関係はありません。 

当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデル

や二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、一定株数及び一定期間の制約

の中で段階的な権利行使がなされること、行使価額の修正がなされる可能性があること、並びに本新株予約

権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約に定められたその他の諸条件

を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカル

ロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、評価基準日

現在の市場環境等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、当社の配当利回り、無リスク利子率、当社株式

の流動性等について一定の前提を置いた上で、当社及び割当予定先の権利行使行動に関する一定の前提条件

（行使期間中の任意の時点において本新株予約権買取契約の規定に基づき行使価額の修正が可能な場合で

行使価額の下方修正により権利行使の促進が見込まれる場合又は行使価額の上方修正により調達額の増額

が見込まれる場合に当社が行使価額の修正を実施すること、割当予定先の経済合理性に基づき株価が行使価

額を一定水準上回る場合に実施されると想定される割当予定先からの行使許可申請に対して当社がこれに

応じること、それ以降については本新株予約権が残存する限り当社が当該行動を継続することにより割当予

定先の権利行使を促すこと及び割当予定先は当社からの行使許可が得られた場合には出来高の一定割合

12.5％の株数の範囲内で速やかに権利行使を実施することを含みます。）を設定しています。また、取得条

項については当社の意思決定による新株予約権の取得が行われないことを前提として評価を行っています。

さらに、新株予約権行使による株式処分コスト及び新株予約権の発行コストについて、他社の公募増資や新

株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価を実施して

います。当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジを参考に、当該評価額レンジの

範囲内で、ドイツ銀行ロンドン支店との間での協議を経て、本新株予約権の1個の払込金額を、第18回新株

予約権は3.5円、第19回新株予約権は2.9円、第20回新株予約権は2.5円とし、本新株予約権の行使価額は当

初、平成27年7月22日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値を、第18回新株予約権は20.02％、第

19回新株予約権は80.03％、第20回新株予約権は200.05％、それぞれ上回る額としました。 

本新株予約権の払込金額及び行使価額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす

可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモン

テカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的

な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額レンジを参考に、当該評価額レン

ジの下限を下回らない範囲で、ドイツ銀行ロンドン支店との間での協議を経て決定されているため、本新株

予約権の発行価額は、いずれも有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断致しました。 

なお、監査役3名全員（うち社外監査役2名）から、本新株予約権の払込金額は、上記算定根拠に照らした

結果、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を得ております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数を合算した株式数は500,000株（議決権数5,000個）

であり、平成27年5月31日現在の当社発行済株式総数2,461,900株及び議決権数24,152個を分母とする希薄化

率は20.31％（議決権ベースの希薄化率は20.70％）に相当します。 

なお、①ドイツ銀行ロンドン支店が、本新株予約権を全て行使した上で取得する当社株式を全て保有し、

かつ②当社が本件の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、ドイツ銀行

ロンドン支店に係る割当後の所有株式数は500,000株、割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は

17.15％となる見込みです。 

 しかしながら、①本新株予約権は原則として当社の行使許可をもってターゲット価格で行使されるため

急速な希薄化には一定の歯止めを掛けることが可能であり、②前述の通り、本新株予約権の発行及びドイツ

銀行ロンドン支店による本新株予約権の行使により調達した資金を、『ゴシックは魔法乙女』に係る広告宣

伝費及び新規タイトルの開発費とすることで、当社事業の中長期的な発展を志向していく予定であることか

ら、将来的に増大することが期待される収益力との比較において、希薄化の規模は合理的であると判断しま

した。 

 なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本スキームより有利な資金調達手
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段が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する本新株予約権を取得できる条項を付すること

で、必要以上の希薄化が進行しないように配慮しております。 

また、当社株式の現在の流動性を考慮した場合、上記発行数量は、市場で十分に消化可能であると考えて

おります。 

 

７．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

ドイツ銀行ロンドン支店 

（１） 名称 ドイツ銀行ロンドン支店（Deutsche Bank AG, London Branch） 

（２） 所在地 

連合王国、ロンドン EC2N 2DB 

グレートウィンチェスターストリート1番、ウィンチェスターハウス 

（Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, 

United Kingdom） 

本店住所： 

ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マイン タウヌスア

ンラーゲ12 

（Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of 

Germany） 

（３） 代表者の役職・氏名 

ドイツ銀行取締役会及びグループ経営執行委員会共同会長 

ユルゲン・フィッチェン（Jürgen Fitschen） 

ジョン・クライアン（John Cryan） 

（４） 事業内容 銀行業 

（５） 資本金 

3,531百万ユーロ（2014年12月31日現在） 

（481,028百万円） 

換算レートは1ユーロ136.23円(平成27年7月3日の仲値)です。 

（６） 設立年月日 1870年3月10日 

（７） 発行済株式数 1,379,273,131株（2014年12月31日現在） 

（８） 決算期 12月31日 

（９） 従業員数 98,138名（フルタイム換算、連結、2014年12月31日現在） 

（10） 主要取引先 投資家及び発行体 

（11） 主要取引銀行 - 

（12） 大株主及び持株比率 

ブラックロック・インク                 6.62％ 

パラマウント・サービシズ・ホールディングス・リミテッド 5.83％ 

                   （2014年12月31日現在） 

（13） 当事会社間の関係  

 

 

 

資本関係 

当社と当該会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。また、当

社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特

筆すべき資本関係はありません。 

 

 

 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。 

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間

には、特筆すべき人的関係はありません。 

 

 

 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。 

また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間

には、特筆すべき取引関係はありません。 
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関連当事者への 

該当状況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係

者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 

（14） 最近3年間の経営成績及び財政状態 （単位：百万ユーロ。特記しているものを除く。） 

決算期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 

 連結純資産 54,240 54,966 73,223 

 連結総資産 2,022,275 1,611,400 1,708,703 

 1株当たり連結純資産(ユーロ) 55.40 52.58 58.96 

 連結純収益 32,015 29,850 30,815 

 連結当期純利益 316 681 1,691 

 
1株当たり連結当期純利益(ユー

ロ) 
0.27 0.64 13.4 

 1株当たり配当金(ユーロ) 0.75 0.75 0.75 

 

 
（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

（注）換算レートは1ユーロ136.23円（平成27年7月3日の仲値）です。 

決算期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 

 連結純資産 7,389,115 7,488,018 9,975,169 

 連結総資産 275,494,523 219,521,022 232,776,610 

 1株当たり連結純資産(円) 7,547 7,163 8,032 

 連結純収益 4,361,403 4,066,466 4,197,927 

 連結当期純利益 43,049 92,773 230,365 

 1株当たり連結当期純利益(円) 36.8 87.2 1,825.5 

 1株当たり配当金(円) 102.2 102.2 102.2 

 

※なお、当社は割当予定先及び割当予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係がない

ことを確認しており、その旨の確認書を取引所に提出しています。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社は平成27年4月に、ドイツ銀行グループの日本法人であるドイツ証券株式会社から今回の資金調達方法

について最初の提案を受けました。当該提案を受け、当社内において正式な協議・検討を開始した結果、以

下に述べる通り、割当予定先としてドイツ銀行グループを選定するのが最善であり、かつ本新株予約権の発

行が有効な調達手段であるとの結論に至ったため、本日、平成27年7月23日の取締役会において、本件実施

を決議致しました。 

当社は、ドイツ銀行グループ以外の国内外の金融機関からも様々な提案を受けましたが、今回の資金調達

では、業績や企業価値が向上する場面を着実に捉えて、資金を調達できる方法を選択したいと考えていたた

め、ドイツ銀行グループより提案を受けた本スキームは、当社の事業及び事業環境の進展による当社株価の

上昇に伴い徐々に資金調達ができる点において当社の資金ニーズに合致していること、また、当該手法は、

ドイツ銀行グループが独自に開発した手法であり、ドイツ銀行グループは平成19年2月から現在までに、当

該手法を用いた資金調達で21件の実績を有しており、当該手法を用いた資金調達を行うには、割当予定先と

してドイツ銀行グループを選定するのが最善であると判断致しました。 

（注）ドイツ銀行ロンドン支店に対する本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員であるドイツ証券株

式会社のあっせんを受けて行われたものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取

扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。 
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（３）割当予定先の保有方針 

ドイツ銀行ロンドン支店においては、投資銀行業務に基づく投資有価証券として本新株予約権を保有する

予定です。また、本新株予約権の行使により得た株式については、市場動向等に配慮しながら随時売却を進

めていく旨を口頭で表明しております。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

ドイツ銀行ロンドン支店からは、本新株予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込み及び本新株予約権

の行使に要する資金は確保されている旨の報告を受けており、割当予定先の直近の年次報告書（平成27年6

月29日提出）に記載されている財務諸表等から、純資産額は684億ユーロ（約93,181億円、換算レート1ユー

ロ136.23円（平成27年7月3日の仲値））（連結、平成26年12月31日現在）であると確認しているほか、当該

資金の払込みについては本新株予約権買取契約においてドイツ銀行ロンドン支店の義務として確約される

ことから、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

当社並びに当社の役員、役員関係者及び大株主は、割当予定先との間において、株券賃貸借契約を締結す

る予定はありません。 

 

（６）割当予定先の実態 

割当予定先であるドイツ銀行は、その株式をドイツ連邦共和国内の各証券取引所及び米国ニューヨーク証

券取引所に上場しており、ユーロ圏の中央銀行である欧州中央銀行（European Central Bank）及びドイツ

連邦共和国の行政機関であるドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin)）の監督及び規制を受けております。また、ドイツ銀行ロンドン支店は、イングランド銀行（Bank of 

England）（プルーデンス規制機構（Prudential Regulation Authority））及び英国金融行為監督機構

（Financial Conduct Authority）の監督及び規制を受けております。 

また、ドイツ銀行は本邦にも東京支店を有しており、外国銀行支店として銀行法に基づき金融庁の監督お

よび規制を受けており、ドイツ銀行グループの国内法人であるドイツ証券株式会社は、金融商品取引業者と

して登録済み（登録番号：関東財務局長（金商）第117号）であり、監督官庁である金融庁の監督及び規制

に服するとともに、その業務に関連する国内の自主規制機関（日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引

業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会）に所属し、その規則

の適用を受けております。 

当社は、欧州中央銀行ホームページ、ドイツ連邦金融監督庁ホームページ、英国金融行為監督機構ホーム

ページ、ドイツ銀行のアニュアルレポート等でドイツ銀行の属するグループが諸外国の監督及び規制の下に

ある事実について確認しており、また本件の斡旋を行うドイツ証券株式会社の担当者との面談によるヒアリ

ング内容をも踏まえ、同社並びにその役員が暴力若しくは威力を用い又は詐欺その他の犯罪行為を行うこと

により経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下「反社会的勢力」といいます。）では

なく、かつ反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。 
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８．募集後の大株主及び持株比率 

氏名又は名称 住所 
割当前の 
所有株式数 
（株） 

割当前の 
総議決権数に対す
る所有議決権数の

割合 
（％） 

高野健一 東京都目黒区 436,100 18.05 

小手川隆 東京都港区 119,600 4.95 

株式会社 SBI証券 東京都港区六本木一丁目 6番 1号 83,200 3.44 

日本証券金融株式会社 
東京都中央田区日本橋茅場町一丁目 2番
10号 

79,300 3.28 

BNY FOR GCM CLIENT 
ACCOUNTS (E) BD 
（常任代理人 株式会社
三菱 UFJ銀行） 

TAUNUSALANGE 12, 60262 FRANKFURT, 
GERMANY 
（東京都千代田区丸の内二丁目 7番 1号 
決済事業部） 

51,750 2.14 

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目 4番地 45,400 1.87 

三松成子 福岡県福岡市南区 40,900 1.69 

三輪洋照 神奈川県横浜市港北区 40,000 1.65 

ドイツ銀行株式会社 
東京都千代田区永田町二丁目 11番 1号 
山王パークタワー 

40,000 1.65 
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NOMURA PB NOMINEES 
LIMITED OMNIBUS-MARGIN 
(CASHPA) 
（常任代理人 野村證券
株式会社） 

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED 
KINGDOM 
（東京都中央区日本橋一丁目 9番 1号） 

37,700 1.56 

計 - 973,950 40.33 

（注）１．「割当前の所有株式数」及び「割当前の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成27年5月

31日現在の株主名簿上の株式数を基準としております。 

２．「割当前の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。 

３．当社は、割当予定先であるドイツ銀行ロンドン支店が、本新株予約権を行使した場合に交付される当

社株式の保有方針として、短期保有とする意向を有していることを確認しておりますので、本新株予

約権の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示しておりません。な

お、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第11条は、銀行業を営む会社は、原則他の事業

会社（保険会社を除きます。）の総株主の議決権の5％を超えて保有することはできない旨定めてい

ますので、ドイツ銀行ロンドン支店は、原則として当社発行済株式の5％を超えて保有することはで

きません。 

 

９．今後の見通し 

今回の資金調達による平成28年5月期当社業績に与える影響は、上記「４．調達する資金の額、使途及び支出

予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することにより、将来の業績に寄与するもの

と考えております。しかしながら、当社が注力していくスマートフォンネイティブゲームについては市場の急拡

大期にあり、今後の既存タイトルや新規タイトルの収益貢献規模によって、全社業績が大きく左右されることか

ら、現時点においては、信頼性の高い通期及び半期の業績予想値を算出することが困難であります。 

したがって平成28年5月期の業績予想につきましては、これらの当面の進捗状況を踏まえ、合理的な業績見通

しの算定が可能になった場合には速やかに開示致します。 

 

10. 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本新株予約権の発行は、①希薄化率が合計 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと

（新株予約権又は取得請求権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではない

こと）から、取引所の定める「有価証券上場規程」第 432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思

確認手続きは要しません。 

 

11．最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 最近3年間の業績（連結）（単位：千円） 

決算期 平成25年5月期 平成26年5月期 平成27年5月期 

売 上 高 2,286,541 1,941,805 1,664,908 

営 業 利 益 △222,402 △203,099 △455,980 

経 常 利 益 △191,112 △208,245 △485,938 

当 期 純 利 益 △272,401 △233,818 △726,200 

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 △125.27 △107.15 △306.06 

1 株 当 た り 配 当 金 ― ― ― 

1 株 当 た り 純 資 産 480.98 387.57 206.88 

（注）平成27年5月期の数字は、未監査となっております。 
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（２） 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成27年7月22日現在） 

種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 2,461,900株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）における

潜在株式数 
92,900株 3.77％ 

 

（３） 最近の株価の状況 

 ① 最近3年間の状況 

 平成25年5月期 平成26年5月期 平成27年5月期 

始  値 580円 1,001円 1,854円 

高  値 1,901円 5,200円 3,890円 

安  値 550円 680円 1,685円 

終  値 1,060円 1,695円 3,135円 

 

② 最近6ヶ月間の状況 

 平成27年2月 3月 4月 5月 6月 7月 

始 値 1,948円 2,001円 1,888円 3,000円 2,845円 2,228円 

高 値 2,711円 2,290円 3,890円 3,735円 2,933円 2,274円 

安 値 1,751円 1,728円 1,804円 2,700円 2,280円 1,500円 

終 値 1,999円 1,912円 2,935円 3,135円 2,428円 1,833 円 

（注）平成27年7月の状況につきましては、平成27年7月22日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前日における株価 

 平成27年7月22日現在 

始  値 1,779 円 

高  値 1,886 円 

安  値 1,761 円 

終  値 1,833 円 

 

（４） 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

・第三者割当による第 17回新株予約権の発行 

割 当 日 平成 26年 5月 13日 

発 行 新 株 予 約 権 数 446個 

発 行 価 額 新株予約権１個当たり 14,100円 

発 行 時 に お け る 

調 達 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

433,462,600円 

割 当 先 大和証券株式会社 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
2,239,600株 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 

当初の行使価額（1,938円）における潜在株式数：223,000 株 

行使価額下限値（1,233円）における潜在株式数： 223,000 株 

行使価額上限値はありません。 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 
行使済新株予約権数：446個 
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（５）第17回新株予約権による調達資金の現時点における充当状況及び資金使途の一部変更 

【第17回新株予約権発行時点における調達資金の具体的な使途に関する開示内容】 

上記差引手取概算額 433,462,600 円については、①スマートフォンネイティブゲーム『ジャグラー

×モンスター』のプロモーションにかかる広告宣伝費及び、②スマートフォンネイティブゲームの新

規開発にかかる人件費及び外注費に充当する予定です。なお、割当予定先の行使状況によって調達予

定金額を上回って資金調達する可能性がありますが、調達金額が予定金額を超えた場合には、平成 28

年５月末までにスマートフォンネイティブゲームの運用に係る人件費に充当致します。 

手取金の使途 想定金額 支出予定時期 

① スマートフォンネイティブゲー

ム『ジャグラー×モンスター』の

プロモーションにかかる広告宣

伝費 

180百万円 平成 26年 6 月～平成 27年 5 月 

② スマートフォンネイティブゲー

ムの新規開発にかかる人件費及

び外注費 
253百万円 平成 26年 6 月～平成 28年 5 月 

 

【現時点における調達資金の充当状況及び未充当の調達資金に関する今後の資金使途】 

第 17 回新株予約権の行使は全て完了しており、第 17 回新株予約権の発行及び行使により、当社は

差引手取概算額 382,495,550 円を調達しております。かかる調達資金のうち、上記①スマートフォン

ネイティブゲーム『ジャグラー×モンスター』のプロモーションにかかる広告宣伝費として 6,000,000

円を充当し、上記②スマートフォンネイティブゲームの新規開発にかかる人件費及び外注費として

253,000,000 円を充当致しました。上記調達資金の残額については、本新株予約権による調達資金とあ

わせて、下記の表記載の通り、スマートフォンネイティブゲーム『ゴシックは魔法乙女』のプロモー

ションにかかる広告宣伝費に充当する予定です。 

未充当の手取金の使途 金  額 支出予定時期及び支出時期 

スマートフォンネイティブゲーム『ゴ

シックは魔法乙女』のプロモーション

にかかる広告宣伝費 

123百万円 平成 29年 9 月～平成 29年 12 月 

 

    【変更理由】 

    当社は第17回新株予約権の発行により調達した資金382,495,550円のうち、123,000,000円をスマート

フォンネイティブゲーム『ジャグラー×モンスター』のプロモーションに係る広告宣伝費に充当する

予定でしたが、『ジャグラー×モンスター』の運営成績が想定を下回って推移し、広告宣伝費を投資

するまでに改善せず、充当額は6,000,000円にとどまりました。しかしながら、平成27年4月に『ゴシ

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

382,495,550円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

「11．最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 （５）第17回新株予

約権による調達資金の現時点における充当状況及び資金使途の一部変更」をご参照

ください。 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 26年 6月期以降～平成 28年 5月期 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

「11．最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 （５）第17回新株予

約権による調達資金の現時点における充当状況及び資金使途の一部変更」をご参照

ください。 
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ックは魔法乙女』のサービスを開始することができ、ユーザー継続率や課金率などの各指標が好調に

推移していることから、当初『ジャグラー×モンスター』のプロモーションに係る広告宣伝費に充当

予定であった資金を、『ゴシックは魔法乙女』のプロモーションにかかる広告宣伝費に充当する予定

に変更するものです。 

 

12．発行要項 

 

◇第18回新株予約権の発行要項 

1. 新株予約権の名称 株式会社ケイブ第18回新株予約権（以下「本新株予約権」

という｡） 

2. 本新株予約権の払込金額の総額 金700,000円 

3. 申込期日 平成27年8月10日 

4. 割当日及び払込期日 平成27年8月10日 

5. 募集の方法 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権をドイツ

銀行ロンドン支店に割当てる。 

6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

 (2) 本新株予約権の目的である株式の総数は200,000株（本新株予約権1個当たりの目的である株

式の数（以下「割当株式数」という。）は1株）とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である

株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未

満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社

は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整する

ものとする。 

7. 本新株予約権の総数 200,000個 

8. 各本新株予約権の払込金額 金3.5円 

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以下に定

義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、

これを切り捨てる。 

 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出

資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、2,200円とする（以下「当初行

使価額」という。）。 

10. 行使価額の修正 

 当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価

額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を

本新株予約権を有する者（以下「本新株予約権者」という。）に通知（以下「行使価額修正通知」と

いう。）するものとし、当該通知が行われた日（以下「通知日」という。）の翌取引日（株式会社東

京証券取引所（以下「取引所」という。）において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）に、

行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式

の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の1円未満の端数を切り下げた額に修

正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回ることとなる

場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価

額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行う

ことができない。 

① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4

項に従って公表されていないものが存在する場合 
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② 前回の行使価額修正通知（第19回新株予約権及び第20回新株予約権における前回の行使

価額修正通知を含む。）を行ってから6ヶ月が経過していない場合 

11. 行使価額の調整 

 (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付さ

れ、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める

算式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

        交付普通 
× 

1株当たりの 

      既発行 
＋ 

株式数 払込金額 

  調整後 
= 

 

調整前 
× 

 

普通株式数 時価 

  

 

行使価額 行使価額 既発行普通株式数＋交付普通株式数 

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。 

 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得

と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約

権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。）、調整後の行使価額

は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降

これを適用する。 

 ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式

分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける

権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普

通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に

当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適

用する。 

 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含

む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割

当ての場合を含む。但し、当社又は関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則第8条第8項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権

を割り当てる場合を除く。）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約

権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価額で請求又は行使さ

れて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発

生日）の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、そ

の日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定し

ていない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時

点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を

準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

 ④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引

の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件とし

ているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日

の翌日以降、これを適用する。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとす
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る。 

    調整前 
－ 

調整後 
× 

調整前行使価額により当該 

  
株式数 ＝ 

行使価額 行使価額 期間内に交付された株式数 

  調整後行使価額 

  この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

 (3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満

にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必

要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代

えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

 (4)① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 

 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項第(2)号④の

場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算

は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

 ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日

がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式

数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第

(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有

する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必

要な行使価額の調整を行う。 

 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会

社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 

 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額

の調整を必要とするとき。 

 ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額

の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する

日が第10項に定める行使価額の修正の効力が発生する日と一致する場合には、本項第(2)号に

基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、

本項第(2)号に従った調整を行うものとする。 

 (7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あら

かじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行

使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知

する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通

知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の

規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。 

12. 本新株予約権の行使期間 

 平成27年8月10日（当日を含む。）から平成29年8月9日（当日を含む。）までとする。 

13. その他の本新株予約権の行使の条件 

 本新株予約権の一部行使はできない。 

14. 新株予約権の取得事由 

  当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下「取得日」と

いう。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は

公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり

3.5円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入

する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予

約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

15. 新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 
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16. 新株予約権証券の発行 

 当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

17. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし（計算の結果1円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資

本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

18. 新株予約権の行使請求の方法  

 (1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要

事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第12項に定める行使期間中に第20項記載の行使請

求受付場所に提出しなければならない。 

 (2) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書を第20項記載の

行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全

額を現金にて第21項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、か

つ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金

された日に発生する。 

19. 株券の交付方法 

 当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における

振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

20. 行使請求受付場所 

 株式会社ケイブ 経営企画部 

21. 払込取扱場所 

 株式会社三井住友銀行 高田馬場支店 

22. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

 本新株予約権及び買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミ

ュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を3.5円とした。さらに、本新株

予約権の行使に際して払込をなすべき額は第9項記載の通りとする。 

23. その他 

 (1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 

 (2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 
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◇第19回新株予約権の発行要項 

1. 新株予約権の名称 株式会社ケイブ第19回新株予約権（以下「本新株予約権」と

いう｡） 

2. 本新株予約権の払込金額の総額 金580,000円 

3. 申込期日 平成27年8月10日 

4. 割当日及び払込期日 平成27年8月10日 

5. 募集の方法 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権をドイツ銀

行ロンドン支店に割当てる。 

6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

 (2) 本新株予約権の目的である株式の総数は200,000株（本新株予約権1個当たりの目的である株

式の数（以下「割当株式数」という。）は1株）とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である

株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未

満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社

は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整する

ものとする。 

7. 本新株予約権の総数 200,000個 

8. 各本新株予約権の払込金額 金2.9円 

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以下に定

義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、

これを切り捨てる。 

 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出

資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、3,300円とする（以下「当初行

使価額」という。）。 

10. 行使価額の修正 

 当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価

額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を

本新株予約権を有する者（以下「本新株予約権者」という。）に通知（以下「行使価額修正通知」と

いう。）するものとし、当該通知が行われた日（以下「通知日」という。）の翌取引日（株式会社東

京証券取引所（以下「取引所」という。）において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）に、

行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式

の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の1円未満の端数を切り下げた額に修

正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回ることとなる

場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価

額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行う

ことができない。 

① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4

項に従って公表されていないものが存在する場合 

② 前回の行使価額修正通知（第18回新株予約権及び第20回新株予約権における前回の行使

価額修正通知を含む。）を行ってから6ヶ月が経過していない場合 

11. 行使価額の調整 

 (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付さ

れ、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める

算式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 
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行使価額 行使価額 既発行普通株式数＋交付普通株式数 

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。 

 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得

と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約

権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。）、調整後の行使価額

は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降

これを適用する。 

 ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式

分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける

権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普

通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に

当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適

用する。 

 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含

む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割

当ての場合を含む。但し、当社又は関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則第8条第8項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権

を割り当てる場合を除く。）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約

権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価額で請求又は行使さ

れて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発

生日）の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、そ

の日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定し

ていない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時

点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を

準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

 ④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引

の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件とし

ているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日

の翌日以降、これを適用する。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとす

る。 

    調整前 
－ 

調整後 
× 

調整前行使価額により当該 

  
株式数 ＝ 

行使価額 行使価額 期間内に交付された株式数 

  調整後行使価額 

  この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

 (3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満
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にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必

要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代

えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

 (4)① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 

 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項第(2)号④の

場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算

は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

 ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日

がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式

数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第

(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有

する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必

要な行使価額の調整を行う。 

 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会

社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 

 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額

の調整を必要とするとき。 

 ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額

の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する

日が第10項に定める行使価額の修正の効力が発生する日と一致する場合には、本項第(2)号に

基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、

本項第(2)号に従った調整を行うものとする。 

 (7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あら

かじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行

使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知

する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通

知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の

規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。 

12. 本新株予約権の行使期間 

 平成27年8月10日（当日を含む。）から平成29年8月9日（当日を含む。）までとする。 
13. その他の本新株予約権の行使の条件 

 本新株予約権の一部行使はできない。 

14. 新株予約権の取得事由 

  当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下「取得日」と

いう。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は

公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり

2.9円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入

する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予

約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

15. 新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

16. 新株予約権証券の発行 

 当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

17. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし（計算の結果1円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資
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本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

18. 新株予約権の行使請求の方法  

 (1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要

事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第12項に定める行使期間中に第20項記載の行使請

求受付場所に提出しなければならない。 

 (2) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書を第20項記載の

行使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全

額を現金にて第21項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、か

つ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金

された日に発生する。 

19. 株券の交付方法 

 当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における

振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

20. 行使請求受付場所 

 株式会社ケイブ 経営企画部 

21. 払込取扱場所 

 株式会社三井住友銀行 高田馬場支店 

22. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

 本新株予約権及び買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミ

ュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を2.9円とした。さらに、本新株

予約権の行使に際して払込をなすべき額は第9項記載の通りとする。 

23. その他 

 (1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 

 (2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 
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◇第20回新株予約権の発行要項 

1. 新株予約権の名称 株式会社ケイブ第20回新株予約権（以下「本新株予約権」

という｡） 

2. 本新株予約権の払込金額の総額 金250,000円 

3. 申込期日 平成27年8月10日 

4. 割当日及び払込期日 平成27年8月10日 

5. 募集の方法 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権をドイツ

銀行ロンドン支店に割当てる。 

6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

 (1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

 (2) 本新株予約権の目的である株式の総数は100,000株（本新株予約権1個当たりの目的である株

式の数（以下「割当株式数」という。）は1株）とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である

株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未

満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社

は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整する

ものとする。 

7. 本新株予約権の総数 100,000個 

8. 各本新株予約権の払込金額 金2.5円 

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以下に定

義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、

これを切り捨てる。 

 (2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出

資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、5,500円とする（以下「当初行

使価額」という。）。 

10. 行使価額の修正 

 当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価

額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を

本新株予約権を有する者（以下「本新株予約権者」という。）に通知（以下「行使価額修正通知」と

いう。）するものとし、当該通知が行われた日（以下「通知日」という。）の翌取引日（株式会社東

京証券取引所（以下「取引所」という。）において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）に、

行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式

の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の1円未満の端数を切り下げた額に修

正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回ることとなる

場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価

額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行う

ことができない。 

① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第

4項に従って公表されていないものが存在する場合 

② 前回の行使価額修正通知（第18回新株予約権及び第19回新株予約権における前回の行

使価額修正通知を含む。）を行ってから6ヶ月が経過していない場合 

11. 行使価額の調整 

 (1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付さ

れ、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める

算式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 
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        交付普通 
× 

1株当たりの 

      既発行 
＋ 

株式数 払込金額 

  調整後 
= 

 

調整前 
× 

 

普通株式数 時価 

  

 

行使価額 行使価額 既発行普通株式数＋交付普通株式数 

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。 

 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分する場合（但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得

と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約

権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。）、調整後の行使価額

は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降

これを適用する。 

 ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式

分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける

権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普

通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に

当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適

用する。 

 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含

む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割

当ての場合を含む。但し、当社又は関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則第8条第8項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権

を割り当てる場合を除く。）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約

権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価額で請求又は行使さ

れて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発

生日）の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、そ

の日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定し

ていない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時

点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を

準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

 ④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引

の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件とし

ているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日

の翌日以降、これを適用する。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとす

る。 

    調整前 
－ 

調整後 
× 

調整前行使価額により当該 

  
株式数 ＝ 

行使価額 行使価額 期間内に交付された株式数 

  調整後行使価額 

  この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

 (3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満
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にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必

要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代

えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

 (4)① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 

 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、本項第(2)号④の

場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算

は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

 ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日

がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式

数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第

(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有

する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必

要な行使価額の調整を行う。 

 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会

社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 

 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額

の調整を必要とするとき。 

 ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額

の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

 (6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する

日が第10項に定める行使価額の修正の効力が発生する日と一致する場合には、本項第(2)号に

基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、

本項第(2)号に従った調整を行うものとする。 

 (7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あら

かじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後の行

使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知

する。但し、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通

知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の

規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。 

12. 本新株予約権の行使期間 

 平成27年8月10日（当日を含む。）から平成29年8月9日（当日を含む。）までとする。 

13. その他の本新株予約権の行使の条件 

 本新株予約権の一部行使はできない。 

14. 新株予約権の取得事由 

  当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下「取得日」と

いう。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は

公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり

2.5円の価額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入

する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予

約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

15. 新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

16. 新株予約権証券の発行 

 当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

17. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし（計算の結果1円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資
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本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

18. 新株予約権の行使請求の方法  

 (1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事

項を記載してこれに記名捺印したうえ、第12項に定める行使期間中に第20項記載の行使請求受

付場所に提出しなければならない。 

 (2) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書を第20項記載の行

使請求受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を

現金にて第21項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ

当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金さ

れた日に発生する。 

19. 株券の交付方法 

 当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における

振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

20. 行使請求受付場所 

 株式会社ケイブ 経営企画部 

21. 払込取扱場所 

 株式会社三井住友銀行 高田馬場支店 

22. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

 本新株予約権及び買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミ

ュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を2.5円とした。さらに、本新株

予約権の行使に際して払込をなすべき額は第9項記載の通りとする。 

23. その他 

 (1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 

 (2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 

 

 

以 上 


